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第８章 環境影響評価方法書に対する意見の概要及び知事意見の概要と 

都市計画決定権者の見解 

第１節  環境影響評価方法書に対する意見の概要と都市計画決定権者の見解 

本事業に係る環境影響評価方法書は、平成 23 年 8 月 5日から 9月 5日までの期間、縦覧

に付され、同年 9月 20 日まで、環境の保全の見地からの意見を受け付けた。 

提出された意見書は 359 通であり、意見書を整理して得られた意見の概要と、意見の概

要に対する都市計画決定権者の見解は、表 8.1-1 及び表 8.1-2 に示すとおりである。 

 

表 8.1-1(1) 方法書に対する環境の保全の見地からの意見の概要と 

都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

1 車、洗濯物の汚れ、アルミサ

ッシの錆がひどい、木立の枯

れ、空気の汚れが目立つ 

現・今治クリーンセンターからの排ガスは、定期的な

検査、常時監視等により、健康に影響のあるような有害

物質や粉じんは排出していないことを確認しています。

また、環境影響評価では、対象事業実施区域周辺地域

で、大気汚染物質や粉じん等（降下ばいじん）の濃度の

状況及び植物の生育状況について方法書に示したとお

りの内容で、調査を実施しております。その結果、大気

質や植物については、現・今治クリーンセンターに隣接

する対象事業実施区域の周辺で、特段の異状は確認され

ておりません。 

以上の調査の結果は、「第 5章 調査、予測及び評価

第 1節 大気質」及び「同 第 9節 植物」に記載して

おります。 

2 焼却施設周辺の実態把握（大

気汚染、土壌汚染、廃棄物埋

没）、原因調査が必要 

方法書においては、現地調査を実施しておりませんの

で、文献その他既存の資料から得られるデータを記載し

ました。 

準備書においては、方法書の第 4章（109 ページ以降）

に記載している内容で、対象事業実施区域近辺での調査

を実施し、予測、評価に反映しております。 

大気質の項目では、一般環境大気質として硫黄酸化物

（二酸化硫黄）、窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）、

浮遊粒子状物質、ダイオキシン類、塩化水素、粉じん等

（降下ばいじん）について、対象事業実施区域周辺の 5

地点において、調査を行いました。また、窒素酸化物（一

酸化窒素、二酸化窒素）、浮遊粒子状物質、粉じん等（降

下ばいじん）については、廃棄物運搬車両の走行経路沿

道 2地点において調査を行いました。 

土壌については、焼却施設の稼働等による土壌への影

響として、施設の稼働（排ガス）に起因するものが考え

られることから、一般環境大気質の調査地点 5地点にお

いて、調査を実施しました。 
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表 8.1-1(2) 方法書に対する意見の概要と都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

2 （続き） 対象事業実施区域においては、過去に埋め立てられた

埋設廃棄物の存在が確認されたことから、方法書に対す

る知事意見を踏まえ、「埋設廃棄物の掘削・除去」を新

たな影響要因とし、悪臭、地下水、土壌、廃棄物等の項

目を選定しております。 

以上の調査結果については、「第 5章 調査、予測及

び評価 第 1節 大気質」、「同 第 4節 悪臭」、「同

第 6節 地下水」、「同 第 7節 土壌」及び「同 第

12 節 廃棄物等」に記載しております。 

3 ダイオキシン対策等しっか

りして、安全安心を確保し、

市民の憩う場所としてほし

い。 

可燃ごみ処理施設の稼働に当たっては、法令等の基準

値と同等以上の厳しい自主基準値を設定し、これを遵守

することで、環境面での安全安心を確保することとして

おります。 

自主基準値については、「第 2章 都市計画対象事業

の名称、種類、目的及び内容」に記載しました。 

4 焼却施設の方式も決まって

いないのにアセス方法書につ

いて議論はおかしい。 

方法書作成時点では、焼却方式は決定しておりません

でしたが、本施設で処理するごみ量、ごみ質を基に、「愛

媛県環境影響評価技術指針」、「同マニュアル」や、過

去の同規模の焼却施設における環境影響評価書等を参

考に、環境影響評価項目の選定、調査、予測及び評価の

手法の選定を行っており、その内容には妥当性があると

考えております。 

今回の準備書では、可燃ごみ処理施設の処理方式をス

トーカー方式とすることで確定しております。また、方

法書の縦覧に際して提出いただいた意見及び方法書に

対する知事意見を踏まえ、項目の選定、調査等の手法の

選定を行っており、方法書時点から精度を上げて環境影

響評価に取り組んでおります。 

5 想定している汚染地図を示

して欲しい。 

大気質については、準備書の中で施設の稼働（排ガス）

による付加濃度（煙突からの排ガスの着地濃度）のコン

ター図（等濃度線図）を、「第 5章 調査、予測及び評

価 第 1節 大気質」に示しております。 

6 鹿ノ子池、梨畑、市営住宅、

民家に近すぎる。 

本事業にあっては、鹿ノ子池を含む公共用水域に本施

設の稼働に伴う排水を放流することはありません。した

がって、周辺の水環境に著しい影響を及ぼすことはない

と考えます。 

また、施設の稼働に伴う大気質、騒音、振動、悪臭に

よる周辺の生活環境への影響については、「第 5章 調

査、予測及び評価 第 1節 大気質」、「同 第 2節 騒

音」、「同 第 3節 振動」、「同 第 4節 悪臭」に

記載しており、著しい影響を及ぼすことはないと考えて

おります。 
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表 8.1-1(3) 方法書に対する意見の概要と都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

7 ごみ運搬車の走行による公

害が心配、廃棄物運搬車両の

増加は１割程度に抑えるべ

き。 

本事業における処理対象ごみ量は、施設稼働開始時点

で最も多いと考えられる平成 30 年度のごみ排出量とし

ています。平成 30 年度には、排出抑制の施策の実施に

伴い、平成 22 年度実績に比べ約 1 割減となる見込みで

あり、廃棄物運搬車両が現状よりも大幅に増えることは

ありません。 

廃棄物運搬車両の走行に伴う大気質、騒音、振動の影

響の程度については、「第 5章 調査、予測及び評価 第

1節 大気質」、「同 第 2節 騒音」、「同 第 3節

振動」に記載しており、現状に比べ、著しい影響を及ぼ

すことはないと考えております。 

8 調査地点が適切でなく少な

い。 

調査地点については、対象事業（新ごみ処理施設の整

備）の実施に伴って、環境に影響を及ぼすおそれのある

地域（対象事業実施区域周辺）の環境を把握することを

目的として、本施設の事業特性を踏まえ、風向・風速、

周辺の土地利用等を勘案して地点を選定しております。

9 方法書の測定結果は本当に

きちんとした測定がされてい

るのでしょうか。 

方法書においては、現地調査を実施しておりませんの

で、文献その他既存の資料から得られるデータを記載し

ました。 

方法書においては、環境影響評価において実施する現

地調査及び予測、評価の実施方法等を記載したところで

す。 

本環境影響評価準備書においては、方法書に記載した

調査等の手法、並びに方法書の縦覧に際して提出いただ

いた意見及び方法書に対する知事意見を踏まえ、項目の

選定、調査等の手法の選定を行い、現地調査等を実施し

ております。その結果は、「第 5章 調査、予測及び評

価」に示しております。 

10 最多風向からみて、風下の

住民感情では新設置選定場所

は受け入れられない。 

方法書 23 ページの測定地点は、愛媛県等が観測して

いる地点であり、その結果について示しています。 

対象事業実施区域周辺での大気質などの調査が不足

していることから、方法書 129 ページに示した地点にお

いて、調査を実施しました。調査地点の設定にあたって

は、風向・風速を考慮しております。 

また、本施設の稼働による影響については、対象事業

実施区域付近において、1年間の気象観測を行って大気

質に及ぼす影響について予測を行っており、環境面への

影響はないと評価しております。その結果は、「第 5章

調査、予測及び評価 第 1節 大気質」に記載しており

ます。 
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表 8.1-1(4) 方法書に対する意見の概要と都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

11 正確な環境影響調査を行っ

て報告して欲しい（朝倉・清

水・高橋の方も）。 

本環境影響評価は、方法書に記載した調査等の手法に

ついて、方法書の縦覧に際して提出いただいた意見及び

方法書に対する知事意見を踏まえ、項目の選定、調査等

の手法の選定を行い、調査、予測及び評価を実施してお

ります。 

本事業の実施に伴う環境への影響については、各環境

項目ごとに影響が及ぶ範囲を検討し、適切な調査・予測

地点を選定しております。また、予測にあたっては、現

在の環境影響評価で用いられている実績のある手法を

基本に、より精度の高い予測を実施するよう取り組んで

おります。 

以上の結果は、「第 5章 調査、予測及び評価」に記

載しております。 

12 水質調査を環境影響項目に

加えるべき。 

水質については、工事の実施に伴い、濁水が周辺の河

川に流下するおそれがあること、埋設廃棄物の掘削・除

去に伴って、地下水が廃棄物と接触して生じた汚水が流

出するおそれがあることから、環境影響評価項目として

選定しております。 

なお、施設の稼働に伴う排水については、周辺の公共

用水域には排出しないこととしており、調査、予測及び

評価の対象とはしておりません。 

13 正確な環境影響調査の方法

を知りたい。 

環境影響調査の方法につきましては、準備書第５章の

各節において、詳細な調査方法を記載しております。 

14 有害物質（重金属、ダイオ

キシン類等）の長期暴露を避

けて欲しい 

現・今治クリーンセンターからの排ガスは、定期的な

検査、常時監視等により、健康に影響のあるような有害

物質は排出していないことを確認しています。 

また、新施設については、法令等よりも厳しい自主基

準値を設定して、その基準値以下の濃度になるよう排出

ガス処理設備により処理した後に排出します。 

15 悪臭、異臭を感じる 環境影響評価における現地調査において、現況の把握

に努めてました。 

また、本施設においては、施設からの悪臭の漏洩を防

止するため、臭気対策を講じております。 
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表 8.1-1(5) 方法書に対するその他の意見の概要と都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

16 廃プラスチックごみは可燃

ごみに加えず、資源ごみ（リ

サイクル）にして欲しい 

現在、廃プラスチック類については、軟質プラスチッ

ク若しくは不燃ごみとして収集し、外部委託により焼却

若しくは埋立処分を行っています。 

平成 24 年 3 月に改訂した「一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画」においては、容器包装リサイクル法のもとで

のプラスチック製容器包装の資源化の推進を進めるこ

ととしております。 

本施設の稼働に際し、現行の軟質プラスチックごみか

ら、プラスチック製容器包装に分別を変更し、新たに整

備するリサイクルセンターにおいて選別等の処理を行

い資源化の推進を図ることとしております。また、プラ

スチック製容器包装及び資源ごみの対象とならないプ

ラスチック類は、燃やせるごみとして収集し、また、新

リサイクルセンターで選別処理後に資源不適合物とし

て排出されるプラスチック類は、リサイクルセンターか

らの可燃残渣として、燃やせるごみとともに、可燃ごみ

処理施設で焼却し、発電等の熱回収を行い、マテリアル、

サーマルの両面でリサイクルを進めてまいります。 

17 排熱利用として温水プール

等を考えて欲しい 

現クリーンセンターにおいては、隣接する老人ふれあ

いの家に蒸気の供給を行っています。 

本施設の整備にあたっては、ごみの持つエネルギーを

可能な限り有効利用していくこととしています。このよ

うな中、余熱利用については、高効率発電を基本とし、

隣接する温浴施設への熱供給も合わせて行うほか、地域

の要望等を考慮しながら、検討してまいります。 
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表 8.1-2(1) 方法書に対するその他の意見の概要と都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

1 健康に係る意見について 本事業の実施に際しては、環境保全を最優先とする基

本的な考え方に基づき、市民の皆様に安心いただける施

設を整備していきます。 

関係法令等に基づく基準値を満足することはもちろ

んのこと、排ガス基準値については、法令基準値より厳

しい自主基準値を設定します。また、規制対象外である

騒音、振動及び悪臭についても、自主基準値を設定し、

市民の皆様の健康や生活環境の保全に努めていきます。

 

2 計画に係る意見について 本市は、平成 17年の今治市及び越智郡 11ヵ町村の合

併に伴い、行政区域内にごみ処理施設を 4施設所有する

こととなっており、平成 25 年 5 月現在、関前区域を除

く行政区域内から排出される一般廃棄物（ごみ）を、市

内 4カ所のごみ処理施設（クリーンセンター）において、

破砕、選別、焼却処理し、残渣を埋立処分、処理委託し

ています。しかしながら、昭和 63 年稼働の今治クリー

ンセンターをはじめ、ほとんどの施設で老朽化が進行し

ており、また、島嶼部の小規模の可燃ごみ処理施設は、

環境負荷の面、経済的な面において効率的な運営が難し

くなってきています。そのため、施設の更新の必要性、

環境負荷の低減、リサイクルの推進、熱エネルギーの効

率的回収及び財政的負担の低減等を総合的に考慮した

結果、現在の４つのごみ処理施設を集約し、最新の技術

を備えた新しいごみ処理施設を整備することが必要と

なったものです。 

事業予定地につきましては、今治市ごみ処理施設建設

候補地等検討審議会で選定されましたごみ処理施設の

建設に係る要件をそなえている候補地の中から、環境条

件、経済条件等総合的に評価をして、候補地を比較検討

した結果、対象事業実施区域が新しいごみ処理施設にも

っともふさわしいと判断したものです。 

施設の規模については、人口が将来に向かい減少して

いくと推測されること、今後も積極的な排出抑制の施策

を展開することから、ごみの排出量が減少することが予

測されることを受け、本施設の計画目標年次である平成

30 年度において、平成 22 年度実績の 63,000ｔ/年に対

して、約 1割の減量となる約 57,000ｔ/年のごみを処理

できる能力を有するものとして計画したものです。ま

た、本施設稼働に合わせて容器包装プラスチックについ

て積極的な再資源化を図ることとし、環境影響評価方法

書公告時点（平成 23 年 8 月）の施設規模から、可燃ご

み処理施設は 8t/日減の 174t/日の処理能力とし、再資

源化を担うリサイクルセンターは、10t/日（5時間稼働）

増の処理能力 41t/日としました。 
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表 8.1-2(2) 方法書に対するその他の意見の概要と都市計画決定権者の見解 

意見

NO. 
意見の概要 都市計画決定権者の見解 

3 ごみ減量対策に係る意見に

ついて 

本市が平成 24 年 3 月に改訂した「一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画」においては、平成 27 年度のごみの排出

総量を平成 22 年度比 7%減少させること、平成 27 年度

のリサイクル率を 25%程度とすること、平成 27 年度の

最終処分率を 16%程度とすることを数値目標として掲げ

ております 

本市では、すでにごみの有料化、ごみの 7 分別収集の

実施等の排出抑制の施策を講じているところですが、今

後は、容器包装プラスチックを分別品目に加え、資源化

の推進を図るとともに、各種排出抑制策、リサイクル処

理を推進し、さらなるごみ減量対策を展開してまいりま

す。 

4 その他意見について 本事業については、平成 24 年 7 月に策定した「新ご

み処理施設整備機基本計画」に基づき、平成 30 年度の

供用開始に向け、事業を着実に進めてまいります。 

都市計画手続き、環境影響評価、ＤＢＯ方式による事

業者の選定等については、本市のホームページや広報等

の手段を通じ、市民の皆様への説明に努めてまいりま

す。 
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第２節  方法書に対する知事意見と都市計画決定権者の見解 

愛媛県知事から送付を受けた環境影響評価方法書に対する知事意見と、それに対する都

市計画決定権者の見解は、表 8.2-1 及び表 8.2-2 に示すとおりである。 

 

表 8.2-1(1) 知事意見と都市計画決定権者の見解 

項目 知事意見 都市計画決定権者の見解 

事
 
業
 
計
 
画

 

施設の内容、焼却方式及び

環境負荷の諸元など具体的な

施設計画が明らかにされてい

ないことから、準備書では当

該計画の決定に至るまでの経

緯を含めこれらを明確にする

とともに、計画の内容等に応

じ、方法書で選定している評

価項目、調査及び予測の手法

について見直しを行うこと。

今治市では、「新ごみ処理施設整備基本計画」

を平成 24 年 7月に策定し、新ごみ処理施設の具体

的な施設計画を明らかにしました。 

本準備書においては、「新ごみ処理施設整備基

本計画」の内容を踏まえ、方法書段階では確定し

ていなかった施設の内容、焼却方式、環境負荷の

諸元等を「第 2 章 都市計画対象事業の名称、種

類、目的及び内容」に記載しました。 

また、対象事業実施区域において過去に埋め立

てられたと見られる廃棄物の存在が確認されたこ

とを踏まえ、方法書で選定している評価項目、調

査及び予測の手法について見直しを行いました。

その結果、本事業の影響要因として「埋設廃棄物

の掘削・除去」を抽出し、当該影響要因に関わる

環境影響評価項目として、地下水、土壌、廃棄物

等を選定しました。 
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表 8.2-1(2) 知事意見と都市計画決定権者の見解 

項目 知事意見 都市計画決定権者の見解 

事
 
業
 
計
 
画

 

施設稼動予定年度の処理対

象量に基づき新ごみ処理施設

の規模が算定されているが、

処理対象量の算定根拠とされ

た将来人口及び排出原単位等

の経年推計値が不明であるた

め、準備書ではこれを明らか

にし、必要に応じ施設規模の

縮減を図ること。 

今治市では、ごみ処理基本計画の見直しを行い、

平成 24 年 3 月に新たに「一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画」を策定しました。「新ごみ処理施設整

備基本計画」においては、「一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画」を踏まえ、処理対象量を推計し直

しました。 

人口が将来に向かい減少していくと推測される

こと、今後も積極的な排出抑制の施策を展開する

ことから、ごみの排出量が減少することが予測さ

れることを受け、本施設の計画目標年次である平

成 30 年度において、平成 22 年度実績の 63,000ｔ

/年に対して、約 1割の減量となる約 57,000ｔ/年

のごみを処理できる能力を有するものとして計画

したものです。また、本施設稼働に合わせてプラ

スチック製容器包装について積極的な再資源化を

図ることとし、環境影響評価方法書公告時点（平

成 23 年 8 月）の施設規模から、可燃ごみ処理施設

は 8t/日減の 174t/日の処理能力とし、再資源化を

担うリサイクルセンターは、10t/日（5時間稼働）

増の処理能力 41t/日としました。 

本準備書においては、処理対象量の算定根拠と

された将来人口及び排出原単位等の経年推計値を

「第 2 章 都市計画対象事業の名称、種類、目的

及び内容」に記載しました。 

 

事業実施区域が「老人ふれ

あいの家」や人家に隣接する

計画となっているが、大量の

降雨等の激甚災害を念頭に入

れ、災害時でも土砂崩れ等が

起きないよう細心の注意を払

い、造成を実施すること。 

対象事業実施区域の造成に当たっては、大量の

降雨等の激甚災害を念頭に入れ、災害時でも土砂

崩れ等が起きないよう、造成計画を立案するとと

もに、十分な容量を有する洪水調整池の設置を計

画しました。その詳細については、「第 2 章 都

市計画対象事業の名称、種類、目的及び内容」に

記載しました。 
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表 8.2-1(3) 知事意見と都市計画決定権者の見解 

項目 知事意見 都市計画決定権者の見解 

騒
 
音
 
・
 
振
 
動

 

施設供用後は、広域処理化

に伴い廃棄物の効率的な輸送

を行うこととされているが、

準備書において、その具体的

な方策を明らかにしたうえ

で、必要に応じて廃棄物収集

運搬車両走行による騒音、振

動等の調査地点を迫加する等

の見直しを行うこと。 

今治市では、本施設の供用に伴い、大島クリー

ンセンター、大三島クリーンセンター、伯方クリ

ーンセンターの稼働を停止し、本施設に集約する

こととしております。島嶼部から発生する収集ご

みについては、直接、本施設に搬入する、もしく

は中継基地を設け、中継車両で搬入することとし

ており、詳細は現在、検討中です。 

島嶼部からの廃棄物運搬車両は、国道 196 号を

経由する計画です。国道 196 号においては、すで

に道路交通騒音・振動の調査地点を設定している

ことから、新たに調査地点を追加する必要はない

と判断しました。 

 

新施設の建設予定地は既存

施設に隣接しており、既存施

設の撤去工事による騒音、振

動等の環境影響について、新

施設の工事中又は稼動等によ

る騒音、振動等の複合影響が

想定されるため、これらの環

境影響も適切に予測評価する

こと。 

既存施設の撤去工事は、本施設の供用開始後に

行うこととしております。新施設の稼働による影

響に加え、既存施設の撤去工事による建設機械の

稼働騒音の影響が見込まれることから、この影響

について予測評価しました。 

その結果は、資料編に記載しました。 

地
 
下
 
水

 

土地改変により地下水の流

れに影響を及ぼす可能性があ

るため、地下水についても予

測評価すること。 

本施設においては、ごみピット等の設備を地下

に設置することから、土地改変により地下水の流

れに影響を及ぼす可能性があるため、地下水につ

いて、予測評価しました。 

その結果は、「第 5章 調査、予測及び評価 第

6節 地下水」に記載しました。 

動
 
物

 
・

 
生

 
態

 
系

 

オオタカ等の猛禽類につい

ては、一般的な鳥類の調査方

法では適切に把握できないた

め、一般鳥類とは別に項目立

てし、専門家に委託して調査

を実施すること。 

オオタカ等の猛禽類については、「猛禽類保護

の進め方」（平成 8 年 8 月、環境庁自然保護局野

生生物課）に基づき、猛禽類の調査経験豊富な専

門技術者により、平成 24 年 2 月から 6月まで繁殖

前期調査を実施しました。 

その結果、対象事業実施区域周辺での繁殖の可

能性が確認されませんでした。詳細は「第 5章 調

査、予測及び評価 第 8 節 動物」に記載しまし

た。 
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表 8.2-1(4) 知事意見と都市計画決定権者の見解 

項目 知事意見 都市計画決定権者の見解 

動
物
・
生
態
系

 

計画地周辺でノスリが確認

されており、オオタカの生息

可能性があることから、猛禽

類調査については、細心の注

意を払って実施し、生息が確

認された場合には、生物多様

性基本法の基本原則に沿って

対応すること。 

対象事業実施区域周辺での猛禽類の生息状況調

査により、ミサゴ、オオタカ、ハイタカ等 7 種の

生息を確認しました。その結果を踏まえ、適切に

予測評価を行いました。 

予測評価の結果は、「第 5 章 調査、予測及び

評価 第 8節 動物」に記載しました。 

文
化
財

 

事業実施区域の周辺には、

周知の埋蔵文化財包蔵地が多

数存在するため、施工前に当

該区域の踏査及び試掘調査を

実施し、施工中に埋蔵文化財

が発掘された場合の措置につ

いて、調査結果とともに、準

備書において明らかにするこ

と。 

既存資料調査及び今治市教育委員会による踏査

を実施し、対象事業実施区域内の実施可能な範囲

において試掘を行った結果、対象事業実施区域に

おいては、埋蔵文化財の包蔵は確認されておりま

せん。 

なお、施工前に、対象事業実施区域内で試掘で

きなかった範囲において試掘調査を実施するとと

もに、施工中に埋蔵文化財が発掘された場合には、

工事を一時中断するなどして、埋蔵文化財の発掘、

記録保存等を行うこととしました。 

その詳細は、「第 2 章 都市計画対象事業の名

称、種類、目的及び内容」に記載しました。 

廃
棄
物
等

 

埋設廃棄物により新施設の

設置等において廃棄物等が掘

り起こされることが想定され

ることから、準備書では工事

に伴い排出される埋設廃棄物

の量や処理方法等について明

らかにすること。 

 

周辺住民の生活環境に支障

が生じないよう、埋設廃棄物

による地下水への影響を確認

することが肝要であり、特に

工事中は地下水への影響が想

定されることから、少なくと

も工事中においては、埋設廃

棄物の存在による地下水を項

目して選定し、地下水調査の

結果、異常が認められた場合

の措置について準備書で明ら

かにすること。 

 対象事業実施区域において過去に埋め立てら

れたと見られる廃棄物の存在が確認されたことを

踏まえ、その範囲・量を把握するとともに、対策

工事の方法について検討しました。 

また、埋設廃棄物の掘削・除去を影響要因とし

て設定し、掘削・除去によって影響が及ぶおそれ

がある環境項目として、悪臭、水質、地下水、土

壌、廃棄物等を選定し、調査、予測及び評価を実

施しております。特に地下水については、別途実

施中の埋設廃棄物調査の結果を踏まえ、対策等工

事の詳細を記述するとともに、対策等工事完了後

のモニタリングについて記載しております。 

 その詳細並びに埋設廃棄物の存在及び対策工

事の実施に伴う環境影響の検討結果については、

「第 2 章 都市計画対象事業の名称、種類、目的

及び内容」、「第 5 章 調査、予測及び評価 第

4節 悪臭」、「同 第 5節 水質」、「同 第 6

節 地下水」、「同 第 7節 土壌」及び「同 第

12 節 廃棄物等」に記載しました。 
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表 8.2-1(5) 知事意見と都市計画決定権者の見解 

項目 知事意見 都市計画決定権者の見解 

景
 
 
観

 

周辺に人家が密集している

ことから、景観について近景

を調査地点として選定すると

ともに、しまなみ海道から来

県する点も考慮し、調査地点

を選定すること。 

 眺望景観については、近景として対象事業実

施区域に隣接する鹿ノ子池公園グランド、町谷公

園、町谷地区・新谷地区境界付近を主要な眺望点

として選定しました。また、しまなみ海道から来

県する点も考慮し、対象事業実施区域を遠景とし

て望める亀老山展望公園、来島海峡大橋、近見山

を主要な眺望点として選定しました。 

温
室
効
果
ガ
ス

 

施設稼動に伴う温室効果ガ

スは予測評価の対象とされて

いるが、工事車両の走行及び

建設機械の稼動、並びに供用

時における廃棄物収集運搬車

両の走行等に伴い発生する温

室効果ガスについても予測評

価を行うこと。 

温室効果ガスについては、施設稼働以外の影響

要因として、工事車両の走行及び建設機械の稼動、

並びに供用時における廃棄物収集運搬車両の走行

等についても考慮し、予測評価を行いました。 

その詳細は、「第 5章 調査、予測及び評価 第

14 節 温室効果ガス等」に記載しました。 

 

表 8.2-2(1) 知事からの付帯意見と都市計画決定権者の見解 

知事からの付帯意見 都市計画決定権者の見解 

周辺住民の生活に及ぼす影響の評価

が重要であるため、施設設置により地

域の住民を中心とした住環境が良くな

るとともに、住民から歓迎される施設

となるよう、新しいアイデアを出し、

21世紀のごみ処理施設のモデル（今治

モデル）となるよう検討すること。  

 

本事業に係る環境影響評価方法書の知事意見

（付帯意見）を受け、平成 24 年 12 月に、今治市

ごみ処理施設整備検討審議会より受けた答申を踏

まえ、「安全・安心で 人と地域と世代をつなぐ

いまばりクリーンセンター」を基本コンセプトに、

「廃棄物を安全かつ安定的に処理する施設」、「地

域を守り市民に親しまれる施設」、「環境啓発、

体験型学習及び情報発信ができる施設」を 3 つの

柱とする 21世紀のごみ処理施設のモデル（今治モ

デル）を構築を目指すこととしております。 

今治モデルについては、「第 2 章 都市計画対

象事業の名称、種類、目的及び内容」に概要を記

載するとともに、資料編に同審議会答申を掲載し

ました。 
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表 8.2-2(2) 知事からの付帯意見と都市計画決定権者の見解 

知事からの付帯意見 都市計画決定権者の見解 

環境影響評価法の一部を改正する法

律（23.4公布）において、早期段階か

らの住民理解促進のため、方法書段階

における説明会が義務化されたことを

踏まえ、本件は条例対象事業であるが、

住民の関心度が極めて高いこと等か

ら、周辺住民へ事業計画の周知に努め

ること。 

本事業の環境影響評価に当たっては、本市のホ

ームページに現況調査結果の概要を掲載してまい

りました。また、事業計画についても、「新ごみ

処理施設整備機基本計画」の策定や、今治市ごみ

処理施設整備検討審議会の答申等の節目で、ホー

ムページ等を通じてお知らせしてきたところで

す。また、平成 25 年 2 月には、それまでの調査や

検討の経緯をまとめ、広報の折込として配布し、

周知に努めております。 

また、今後も事業計画の周知に努めてまいりま

す。 

 


